
 

 

 土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第18条第18項の規定により、坂出市松山土地改良区から役員 

の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和８年１月13日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 森田 正俊   坂出市青海町6 2 8番地５            令和７年12月19日 

〃   冨木田 好正  坂出市青海町1165番地２           〃 

  〃   三井 康弘   坂出市大屋冨町2461番地１          〃 

〃   高橋 正芳   坂出市大屋冨町2546番地１          〃 

〃   木下 博文   坂出市大屋冨町1921番地           〃 

  〃   宮井 康行   坂出市高屋町1708番地２            〃 

  〃   東山 隆司   坂出市高屋町9 5 5番地１           〃 

  〃   竹林 佳一   坂出市高屋町7 5 9番地２           〃 

〃   池井 泰弘   坂出市神谷町7 6 2番地２            〃 

〃   竹内 隆一   坂出市神谷町6 0 8番地              〃 

  監 事 綾野 英晴   坂出市青海町8 5 2番地２           〃 

  〃   福家 朗夫   坂出市林田町2331番地５           〃 

  〃   高橋 隆利   坂出市大屋冨町2093番地３           令和５年12月６日 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 入谷 昭広   坂出市青海町3 8 0番地１            令和７年12月20日 

〃   冨木田 好正  坂出市青海町1165番地２           〃 

  〃   吉川 和良   坂出市大屋冨町2382番地４          〃 

〃   乃村 一彦   坂出市大屋冨町2552番地２          〃 

〃   木下 博文   坂出市大屋冨町1921番地           〃 

  〃   西山 修    坂出市高屋町1232番地             〃 

  〃   岩﨑 忠史   坂出市高屋町9 9 6番地            〃 

  〃   三野 好美   坂出市高屋町7 6 6番地１           〃 

〃   三谷 芳範   坂出市神谷町7 9 9番地             〃 

〃   河合 宏昭   坂出市神谷町6 7 0番地              〃 

  監 事 田中 繁行   坂出市高屋町3 4 9番地            〃 

  〃   中数賀 吉久  坂出市大屋冨町2472番地１           〃 

  〃   福家 郎夫   坂出市林田町2331番地５           〃 

 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 


